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スカパーJSAT 株式会社

福島第一原子力発電所の事故にかかる「警戒区域」「計画的避難区域」に

お住まいのご加入者への放送サービスと視聴料等の取り扱いについて

福島第一原子力発電所の事故に伴い避難を余儀なくされている皆様に謹んでお見舞い申し上げ

ます。また、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

スカパーJSAT 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：高田 真治）は、東

日本大震災により発生した福島第一原子力発電所の事故に伴い、政府発表の「警戒区域」「計画的

避難区域」に指定された市町村で、「スカパー！」、「スカパー！ｅ２」をご契約中のお客様の視聴

料等の取り扱いについて、以下の通り決定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 視聴料等の取り扱いについて

（1）避難等により、ご視聴が不可能なお客様は、お申し出をいただければ、3月分、4月分、

5 月分の視聴料等を免除いたします。

（2）6月以降もご視聴が困難な場合には、有料放送役務契約約款に基づき、サービスを停止

させていただき、6月分からの請求を停止いたします。

（3）6月以降、6 ヶ月を経過しても、お客様のご契約に関する意思の確認が困難な場合には、

6 ヶ月経過後の 11月末をもって契約を終了させていただきます。本措置は、政府発表の「警

戒区域」「計画的避難区域」に指定された市町村全域を対象に適用させていただくため、現在

ご視聴いただけているお客様のサービスも停止される可能性がございます。その場合には、

お手数ですが、下記のご相談専用ダイヤルまでお電話いただけますようお願い申し上げます。

視聴再開の手続きをさせていただきます。

2. 免除となる料金の内訳

基本料金、視聴料金（金額はお客様のご契約内容により異なります）、番組ガイド誌購読料金



3. 免除対象地域

県名 市区町村名 対象地域

田村市 都路町古道（稲葉下、荻田、尾ノ川、鍛治屋前、上ノ前、川向、
小滝沢、権七田、申酉、鳥伏、仲ノ前、八小屋、場々、番坊、
前田、南作、三輪山、柳沢）

南相馬市 原町区（江井、小木迫、高、堤谷、鶴谷、米々沢、高倉字助常、
高倉字吹屋峠、高倉字七曲、高倉字森、高倉字枯木森、
馬場字五台山、馬場字横川、馬場字薬師岳、片倉字行津、
大原字和田城）、小高区（大富、金谷、羽倉）

川俣町 山木屋

楢葉町 以下を除く全地域
山田岡（大坂、七曲、細戸）、大谷（乙次郎）

富岡町 全地域

川内村 下川内（荻、貝ノ坂、上滝、五枚沢、田ノ入、栃沢、鍋倉、
糠塚、南、毛戸、吉ノ田和）

大熊町 全地域

双葉町 全地域

浪江町 以下を除く全地域
（藤橋、棚塩、北幾世橋、請戸、中浜、両竹）

葛尾村 全地域

福島県

飯舘村 全地域

4. お客様からのお問い合わせ先
ご相談専用ダイヤル
TEL：0120-085-550（10:00～20:00、無休）


